
令和７・８年分 令和９年分以後

132万円以下（200万3,999円以下）

132万円超336万円以下（200万3,999円超475万1,999円以下）  88万円（注２）

336万円超 489万円以下 （475万1,999円超 665万5,556円以下）  68万円（注２）

489万円超655万円以下（665万5,556円超850万円以下）  63万円（注２）

655万円超2,350万円以下（850万円超2,545万円以下）  58万円

（注）1　改正後の所得税法第86 条の規定による基礎控除額58 万円に、改正後の租税特別措置法第41 条の16 の２の規定による加算額を
　　　　加算した額となります。
　　　２　58 万円にそれぞれ37 万円、30 万円、10 万円、５万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ
　　　　適用があります。
　　　３　特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
　　　４　合計所得金額2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額（注３））

基礎控除額

改正後（注１）
  改正前

 95万円（注２）

58万円 
48万円

改正後 改正前

162万5,000円以下 55万円

162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40％－10万円

180万円超190万円以下 その収入金額×30％＋８万円

（注）給与の収入金額190万超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額

65万円

給与所得控除額

特定親族
特別控除の額

区分
（特定親族が居住者）

区分
（特定親族が非居住者）

合計所得金額

63 万円 10 11 58 万円超 85 万円以下

61 万円 20 21 85 万円超 90 万円以下

51 万円 30 31 90 万円超 95 万円以下

41 万円 40 41 95 万円超 100万円以下

31 万円 50 51 100 万円超 105万円以下

21 万円 60 61 105 万円超 110万円以下

11 万円 70 71 110 万円超 115万円以下

６万円 80 81 115 万円超 120万円以下

３万円 90 91 120 万円超 123万円以下


